
平
成
二
十
年
十
月
九
日
提
出

質

問

第

九

八

号

記
録
回
復
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
る
年
金
の
請
求
手
続
き
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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記
録
回
復
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
る
年
金
の
請
求
手
続
き
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

記
録
回
復
後
の
年
金
額
改
定
、
及
び
支
給
ま
で
の
事
務
処
理
フ
ロ
ー
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

一

再
裁
定
の
申
出
書
は
、
ど
の
程
度
の
サ
イ
ク
ル
で
、
各
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
回
送
さ
れ
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
と
し
て
、
各
社
会
保
険
事
務
所
で
の
再
裁
定
の
申
出
書
の
受
付
日
か
ら
、
社
会
保
険

業
務
セ
ン
タ
ー
に
到
着
す
る
ま
で
、
平
均
す
る
と
、
何
日
程
度
の
日
数
を
要
し
て
い
る
の
か
。

二

記
録
回
復
に
よ
り
発
生
し
た
過
去
の
未
払
い
年
金
が
、
一
括
で
支
給
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
一
括
で
支
給
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
に

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、
具
体
的
な
事
例
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

三

年
金
時
効
特
例
法
に
基
づ
き
、
支
払
わ
れ
る
未
払
い
年
金
の
請
求
か
ら
決
定
ま
で
の
手
続
き
、
及
び
事
務
フ
ロ
ー
を
具
体

的
に
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

四

記
録
回
復
後
、
過
去
の
未
払
い
年
金
を
す
べ
て
受
け
取
る
ま
で
に
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
と
し
て
は
、
ど
の
程
度
の
期
間
を

要
し
て
い
る
の
か
。
最
短
、
及
び
最
長
の
期
間
、
ま
た
、
平
均
期
間
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

五

記
録
回
復
後
、
過
去
の
未
払
い
年
金
を
す
べ
て
受
け
取
り
終
え
る
ま
で
の
期
間
は
、
今
後
、
短
縮
さ
れ
る
見
込
み
は
あ
る

の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
目
標
値
、
及
び
目
標
を
達
成
す
る
に
あ
た
っ
て
の
今
後
の
具
体
的
な
取
り
組
み
を
お
教

一



え
い
た
だ
き
た
い
。

六

現
時
点
で
記
録
回
復
後
の
試
算
ベ
ー
ス
の
未
払
い
年
金
は
、
総
額
い
く
ら
か
（
未
決
定
分
）
。
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合

は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


